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毎週火曜・金曜日発行� ○印は長崎県例規集に登載するもの

◎　告　示� 所管課（室）名　

　○長崎県水産部関係補助金等交付要綱の一部改正� 漁 政 課

　・漁船損害等補償法に基づく付保義務発生� 漁 業 振 興 課

　・漁業災害補償法に基づく加入区の設定の一部改正（２件）� 水 産 経 営 課

・�漁業災害補償法に基づく特定第２号漁業者の共済契約の締結の申込みについての

同意成立　� 〃

　○長崎県農林部関係補助金等交付要綱の一部改正� 農 政 課

　・道路の供用開始� 道 路 維 持 課

◎　公　告

　・落札者等� スマート県庁推進課

　・大規模小売店舗の変更事項届出� 経 営 支 援 課

　・令和４年度技能検定試験（基礎級）の実施� 雇 用 労 働 政 策 課

　・県営土地改良事業変更計画の決定� 農 村 整 備 課

　・測量の終了� 建 設 企 画 課

　・測量の実施� 〃

　・特定開発行為に関する工事完了� 砂 防 課

◎　公安委員会規則

○高齢者講習等、運転技能検査及び認知機能検査の実施に関する規則等の一部を改

正する規則� 運 転 免 許 管 理 課

長崎県告示第706号

　長崎県水産部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第398号）の一部を次のように改正し、令和４年度

の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表(第２条関係)
　漁政課関係

別表(第２条関係)
　漁政課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～６　略 １～６　略

７ 漁業生
産活性

県内漁
業者の

次に掲げる事業に要
する経費

予算の
範囲内

漁業協
同組合

　　　　目　　　　　次

　　　　告　　　　　示
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化緊急
対策事
業費補
助金

生産活
動に必
要な魚
箱等・
氷の物
価高騰
分の支
援を行
うこと
により
、漁業
者の生
産活動
の維持
・活性
化を図
る。

�　魚箱価格転嫁抑
制支援事業

　�　令和３年３月を
基準に当該年度の
交付申請までに上
昇した魚箱等の資
材価格について、
販売価格への転嫁
の抑制に要する経
費

�　製氷価格転嫁抑
制支援事業

　�　令和３年３月を
基準に当該年度の
交付申請までに上
昇した氷の価格に
ついて、販売価格
への転嫁の抑制に
要する経費

で知事
が別に
定める
額

　水産経営課関係 　水産経営課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～５　略 １～５　略

６ 持続可
能な新
水産業
創造事
業費補
助金

持続可
能な水
産業の
実現の
ために
漁協等
が行う
計画的
な施設
整備を
支援す
るとと
もに、
収益性
の高い
スマー
トな漁
業経営
体の育
成を支
援する
。

次に掲げる事業に要
する経費
�　経営計画支援対

策事業
　�　経営計画に基づ

き、所得向上を目
指す漁業者、法人
及びグループが行
う取組に要する経
費につき、市町が
補助を行う場合に
おいて市町が当該
補助の対象とする
経費

�　地域施策展開支
援対策事業

　�　補助対象者が行
う浜の活力再生プ
ラン及び地域別施
策展開計画に基づ
く持続可能な水産
業の実現を目指す
地域一体となった
取組に要する経費
又は市町以外の者
が当該取組を行う
ために要する経費
につき、市町が補
助を行う場合にお
いて市町が当該補
助の対象とする経
費

�　漁場生産力維持
回復緊急対策事業

　�　補助事業者が行

�　３
分の
１以
内、
２分
の１
以内
又は
６分
の１
以内

及び
　略

�　市
町

及び
　略

６ 持続可
能な新
水産業
創造事
業費補
助金

持続可
能な水
産業の
実現の
ために
漁協等
が行う
計画的
な施設
整備を
支援す
るとと
もに、
収益性
の高い
スマー
トな漁
業経営
体の育
成を支
援する
。

次に掲げる事業に要
する経費

�　経営計画支援対
策事業

　�　経営計画に基づ
き、所得向上を目
指す漁業者、法人
及びグループが行
う取組に要する経
費

�　地域施策展開支
援対策事業

　�　浜の活力再生プ
ラン及び地域別施
策展開計画に基づ
く持続可能な水産
業の実現を目指す
地域一体となった
取組に要する経費

�　漁場生産力維持
回復緊急対策事業

　�　赤潮、災害等に

�　３
分の
１以
内、
２分
の１
以内
又は
６分
の１
以内

及び
　略

�　漁
業者、

　�漁業
法人
及び
３者
以上
の漁
業者
グル

　ープ

及び
　略
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　�う赤潮、災害等に
よる漁場生産力の
低下防止及び維持
回復を図る緊急性
が高い取組に要す
る経費又は市町以
外の者が当該取組
を行うために要す
る経費につき、市
町が補助を行う場
合において市町が
当該補助の対象と
する経費

　�よる漁場生産力の
低下防止及び維持
回復を図る緊急性
が高い取組に要す
る経費

７～16　略 ７～16　略

長崎県告示第707号

　漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区

について、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認めた。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

加入区

　国見加入区

長崎県告示第708号

　漁業災害補償法に基づく加入区を設定した告示（昭和49年長崎県告示第1988号）の一部を次のように改正す

る。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

２の表中

「

美津島町第４加入区 美津島町漁業協同組合の地

区のうち旧尾崎漁業協同組

合の区域

１　小型合併漁業

２�　小型定置漁業（落し網を使用するものをいう。）及び大

型定置漁業

� 」

を

「

美津島町第４加入区 美津島町漁業協同組合の地

区のうち旧尾崎漁業協同組

合の区域

１　小型合併漁業

２�　小型定置漁業（落し網を使用するものをいう。）及び大

型定置漁業

３�　いか釣り漁業（使用する漁船の総トン数が10トン以上

20トン未満であるものをいう。）

� 」

に改める。

長崎県告示第709号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第118条第１項の規定に基づく魚類養殖共済についての加入区の設定

（平成30年長崎県告示第834号）の一部を次のように改正する。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　
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表中五区第1116加入区の項を削り、

　「

五区第1509加入区 五区第1509号の漁業権の区域
　を

北区第1000加入区 北区第1000号の漁業権の区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

五区第1509加入区 五区第1509号の漁業権の区域

　に改め、北区第1106加入区の項を削り、

五区第1120加入区 五区第1120号の漁業権の区域

五区第1510加入区 五区第1510号の漁業権の区域

五区第1511加入区 五区第1511号の漁業権の区域

五区第1512加入区 五区第1512号の漁業権の区域

北区第1000加入区 北区第1000号の漁業権の区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

北区第1505加入区 北区第1505号の漁業権の区域
　を

対区第1000加入区 対区第1000号の漁業権の区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

北区第1505加入区 北区第1505号の漁業権の区域

　に改め、対区第1056加入区の項を削り、北区第1144加入区 北区第1144号の漁業権の区域

対区第1000加入区 対区第1000号の漁業権の区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

対区第1506加入区 対区第1506号の漁業権の区域 　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　「

対区第1506加入区 対区第1506号の漁業権の区域
　に改める。

対区第1095加入区 対区第1095号の漁業権の区域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

長崎県告示第710号

　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定によ

る届出のあった次の加入区及び漁業の区分に係る同意については、同法第108条第２項に規定する要件に適合す

ると認めたので、同条第５項において準用する同法第105条の２第４項の規定により、公示する。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

加　入　区 漁　　業　　の　　区　　分

平戸市第５加入区 小型定置漁業（落し網を使用するものをいう）

上対馬町加入区 旧豊崎漁業協同組合の唐舟志の区域の小型合併漁業

上対馬町加入区 旧鰐浦漁業協同組合の区域の小型合併漁業
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長崎県告示第711号

　長崎県農林部関係補助金等交付要綱（平成19年長崎県告示第460号の12）の一部を次のように改正し、令和

４年度の予算に係る補助金等から適用する。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。

改正後 改正前

別表（第２条関係）
　２　農山村振興課関係

別表（第２条関係）
　２　農山村振興課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～11　略 １～11　略

12 長崎県
農山村
地域ビ
ジネス
向上支
援事業
費補助
金

農山村集
落 の 維
持・発展
を 目 指
し、地域
ビジネス
の拠点に
つながる
取組を支
援する。

経営基盤強化
及び地域貢献
の取組に向け
た計画に沿っ
て実施する取
組に要する経
費
�　生産・出

荷に関する
取組

�　販売・流
通に関する
取組

�　地域の活
性化に関す
る取組

定額（た
だし、１
事業体当
たり限度
額500千
円 と す
る。）

経営基盤
強化及び
地域貢献
の取組に
向けた計
画を策定
した農業
者が組織
す る 団
体、農業
協 同 組
合、民間
事業者及
び公社

　４　農業経営課関係 　４　農業経営課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～24　略 １～24　略

25 長崎県
経営発
展支援
事業費
補助金

新規就農
者の早期
の経営確
立に向け
た機械・
設備等の
初期導入
を支援す
る。

次に掲げる事
業に要する経
費
１�　経営発展

支援事業費

２�　推進事業
費

１�　４分
の３以
内

２　定額

市町

26 新規就
農者リ
ユース
ハウス
活用支
援事業
費補助
金

新規就農
者の初期
投資負担
軽減を図
るため、
中古施設
等の貸付
体制構築
を支援す
る。

次に掲げる事
業に要する経
費
１�　中古施設

等貸付体制
の整備

２�　中古施設
等の取得支
援

１　定額

２�　２分
の１以
内

農業協同
組合等

27 長崎県
サポー
ト体制
構築事

地域にお
ける就農
相談体制
の整備、

次に掲げる事
業に要する経
費
１�　就農相談

２分の１
以内

市町、協
議会等、
民間団体
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業費補
助金

先輩農業
者等によ
る新規就
農者への
技術面等
のサポー
ト及び就
農希望者
を対象と
した実践
的な研修
農場の整
備を支援
する。

　体制の整備
２�　先輩農業

者等による
技術面等の
サポート

３�　研修農場
の整備

　５　農産園芸課関係 　５　農産園芸課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～27　略 １～27　略

28 野菜産
地 力
アップ
チャレ
ンジ事
業費補
助金

実 需 者
ニーズを
踏まえた
野菜の付
加価値向
上及び輸
送コスト
低減を図
る産地に
対し、実
需者の探
索及び新
生産方式
の実証等
の取組を
支 援 す
る。

次に掲げる事
業に要する経
費
１�　 産 地 計

画・ロード
マップ策定

　�　アドバ
イザー招
聘等

２�　新生産方
式の実証、
技術習得

　�　資材、
機器借上
料等

３�　新生産方
式導入に係
る資機材導
入

　�　２の導
入支援

４�　経営・販
売試験

　�　輸送試
験

　�　品質試
験

１、２及
び�４　定

額

３�　２分
の１以
内

農業者が
組織する
団体及び
農業法人

29 農業資
材価格
高騰対
策緊急
支援事
業費補
助金

燃油・肥
料価格の
高騰に影
響を受け
にくい生
産体制を
緊急的に
整備する
ため、農
業 資 材
（燃油・
肥料等）
の使用量

次に掲げる事
業に要する経
費
１�　燃油価格

高騰対策
２�　肥料価格

高騰対策

２分の１
以内

市町及び
地域農業
再生協議
会等



令和４年11月８日　火曜日� 第11166号長 崎 県 公 報

─ 5521 ─

の低減に
資する機
器及び資
材等の導
入を支援
する。

　６　畜産課関係 　６　畜産課関係

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

補助金
の名称

交付の
目　的

補助事業の内容、
対象経費等

補助率
又は額

補　助
対象者

１～30　略 １～30　略

31 肉用牛
経営開
始円滑
化支援
事業費
補助金

生産者団
体等が実
施する預
託体制整
備の取組
を支援す
る こ と
で、新規
就農者の
確保・定
着 を 図
る。

牛舎整備に取
り組む新規就
農者の導入牛
を一時的に預
託するための
体制整備に必
要な経費

２分の１
以内

農業協同
組合等

32 新たな
放牧体
系確立
促進事
業費補
助金

生産コス
ト縮減及
び省力化
並びに集
落保全を
図 る た
め、新た
に集落営
農組織等
と連携を
図 り、
ICT機 器
を活用し
た省力化
放牧及び
耕作放棄
地等を活
用した放
牧場の整
備等の取
組を支援
する。

放 牧 場 の 整
備・補改修、
放牧牛の運搬
費・レンタル
費、簡易給餌
設備の導入等
に必要な経費

２分の１
以内。た
だし、牧
柵の補改
修 等 に
あっては
10アール
当 た り
３万円を
限度とす
る。

市町

33 チャレ
ンジ第
３期な
がさき
養豚振
興計画
推進事
業費補
助金

生産方式
改善及び
臭気軽減
対策の取
組を支援
し、持続
可能な養
豚経営を
確立する
ことで、
肉豚出荷
頭数の拡
大 を 図

次の事業に要
する経費
１�　高能力母

豚導入支援
１�　３分

の１以
内。た
だし、
原種豚
１頭当
たり10
万円以
内、種
豚１頭
あたり

長崎県養
豚協会、
農業協同
組合及び
畜産クラ
スター協
議会
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る。

２�　生産方式
等改善支援

　�　生産方
式改善支
援

　　�　計画的
休日取得
が可能な
作業集約
型生産方
式 やICT
機器の導
入のため
の補改修
に必要な
経費

　�　臭気低
減対策

　　�　臭気軽
減 対 策
（遮へい
壁、散水
ノズル及
び排水溝
のふたの
設置、樹
木の植栽
等）に必
要な経費

　�2 . 6 万
円以内

２�の　
３分の
１以内。

　ただし、
　�１事業

主体当
た り
1 5 0 万
円以内

２�の　
２分の
１以内。

　ただし、
　�１事業

主体当
たり50
万円以
内

34 飼料価
格高騰
緊急対
策事業
費補助
金

配合飼料
価格安定
制度に加
入する生
産者に対
する生産
者積立金
の一部及
び単体飼
料購入者
の購入費
用の一部
を支援す
る。

次の事業に要
する経費
�　配合飼料

に対する支
援

　�　配合飼料
価格安定制
度（令和４
年度）の年
間契約数量
に対する生
産者積立金
の一部を支
援

�　単体飼料
等に対する
支援

　�　配合飼料
価格安定制
度の基準価
格対象原料
であるとう
もろこし・
マイロ・大
麦・小麦・
大豆油粕の
５原料を主
体とした単

�　年間
契約数
量１ト
ン当た
り 2 0 0
円

�　購入
量１ト
ン当た
り 2 0 0
円

農業協同
組合、県
配合飼料
価格基金
協会等
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　�体飼料の購
入費の一部
を支援

長崎県告示第712号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のとおり開始する。

　なお、その関係図面は、県土木部道路維持課及び県北振興局において告示の日から２週間、一般の縦覧に供す

る。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

道路の種類及び路線名 供用開始の区間 供用開始年月日

一般県道

波佐見山内線

東彼杵郡波佐見町野々川郷字村1354番１地先から

東彼杵郡波佐見町野々川郷字野々川1650番２地先まで
令和４年11月８日

　　　落札者等（公示）

　落札者等について、次のとおり公示する。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　業務名

　　電子県庁システム及び中小業務システム維持管理運用支援業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地

　　長崎県総務部スマート県庁推進課（電子県庁推進班）

　　〒850-8570　長崎市尾上町３番１号　電話095-895-2235

３　契約方法

　　一般競争入札

４　落札決定日

　　令和４年９月21日

５　落札者

　　長崎県長崎市尾上町５番６号

　　ＮＢＣ情報システム株式会社

　　代表取締役　藤原　正義

６　落札価格

　　109,800,000円

７　入札公告日

　　令和４年８月９日

８　落札方式

　　最低価格

　　　大規模小売店舗の変更事項届出（公告）

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の規定により次のとおり大

規模小売店舗の届出事項の変更の届出があったので、法第６条第３項において準用する法第５条第３項の規定に

より関係書類を縦覧に供する。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

　　　　公　　　　　告
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１　届出の概要

　　大規模小売店舗の名称及び所在地

　　　アミュプラザ長崎・ＪＲ長崎駅高架下開発計画

　　　長崎県長崎市尾上町１番１号

　　届出者の氏名又は名称及び住所

　　　九州旅客鉄道株式会社

　　　福岡県福岡市博多区博多駅前三丁目25番21号

　　変更した事項

　　　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　　変更の年月日

　　　令和４年８月16日　外

２　届出年月日

　　令和４年10月24日

３　関係書類の縦覧

　　縦覧期間

　　　公告の日から４月間

　　縦覧場所

　　　長崎県産業労働部経営支援課及び長崎市商工部商工振興課

４　その他

　�　法第８条第２項の規定により意見を述べようとする者は、縦覧期間満了の日までに、意見の内容及びその理

由並びに氏名又は名称及び住所又は所在地を記載した意見書を長崎県産業労働部経営支援課に提出しなければ

ならない。

　　　令和４年度技能検定試験（基礎級）の実施（公告）

　職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号）第66条第３項の規定に基づき、令和４年度技能検定

試験（基礎級）の実施について次のとおり公示する。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　実施職種

　　基礎級

　　　プラスチック成形（射出成形作業）

２　試験の方法

　　上記の職種について実技試験及び学科試験を実施

３　技能検定の検定手数料、実施期日及び実施場所

　　実技試験

　　ア　手数料　18,200円

　　イ　実施期日

　　　�　令和４年11月８日（火）から令和５年３月31日（金）までの間において、別途長崎県職業能力開発協会

が指定する日

　　ウ　実施場所

　　　　別途長崎県職業能力開発協会から通知する場所

　　エ　問題の公表

　　　�　実技試験の問題は、あらかじめ受検申請者に公表する。ただし、職種によっては公表しないものもあ

る。

　　学科試験

　　ア　手数料　3,100円

　　イ　実施期日

　　　�　令和４年11月８日（火）から令和５年３月31日（金）までの間において、別途長崎県職業能力開発協会

が指定する日

　　ウ　実施場所
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　　　　別途長崎県職業能力開発協会から通知する場所

４　受検申請の手続

　　提出書類

　　　技能検定受検申請書

　　提出先

　　　長崎県職業能力開発協会

　　　〒851-2127　西彼杵郡長与町高田郷547-21（技能・技術向上支援センター内）

　　　電話　095-894-9971

　　受付期間

　　　随時

　　受検申請に関する注意

　　ア　技能検定受検申請書の用紙は、長崎県職業能力開発協会で交付する。

　　　�　なお、受検申請用紙の郵送を求める場合は、封筒の表面に「技能検定受検申請用紙請求」と朱書きし、

返信用封筒（あて先を記入し、120円切手を貼ったもの）を同封すること。

　　イ　申請書を郵送する場合は書留郵便とし、封筒の表面に「技能検定受検申請書在中」と朱書きすること。

５　手数料の納付方法

　�　実技試験手数料又は学科試験手数料は、申請書に添えて、長崎県職業能力開発協会に納付すること。また、

手数料を郵送する場合は現金書留とし、申請書を同封のうえ郵送すること。

　�　なお、受検申請書を受け付けた後は、申請を取り消した場合又は試験を受けなかった場合でも手数料は返還

しない。

６　合格者の通知

　　合格通知

　　�　実技試験又は学科試験のいずれかに合格したものについては、長崎県職業能力開発協会が書面によりその

旨を通知する。

　　技能検定合格証書等の交付

　　　技能検定合格者には長崎県知事名の合格証書を交付する。

７　その他

　�　技能検定について不明な点は、長崎県職業能力開発協会又は長崎県産業労働部雇用労働政策課に問い合わせ

ること。

　　　県営土地改良事業変更計画の決定（公告）

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定に基づき、向月地区県営土地改良事業計画（区画整

理工）を変更したので、同条第６項において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、土地改良事業変更

計画書を次のとおり縦覧に供する。

　なお、この変更計画については、同法第88条第６項で準用する同法第87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満

了の日の翌日から起算して15日以内に長崎県知事に審査請求をすることができる。

　また、この計画については、上記審査請求のほか、この計画が定められたことを知った日の翌日から起算して

６か月以内（上記審査請求をした場合は、この審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算し

て６か月以内）に、長崎県（知事が被告の代表者となる。）を被告として、この計画の取消しの訴えを提起する

ことができる。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

１　縦覧に供すべき書類の名称

　　県営農業競争力強化農地整備事業（中山間地域型）

　　向月地区県営土地改良事業変更計画書

２　縦覧期間

　　令和４年11月８日から令和４年11月28日まで

３　縦覧場所

　　平　　日：平戸市役所農林水産部農林整備課

　　土日祝日：平戸市役所警備員室
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　　　測量の終了（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第２項の規定により、長崎振興局

長から公共測量（基準点測量）を次のとおり終了した旨の通知があった。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量終了の地域及び終了日

地　　　　　域 終　了　日

長崎市昭和町 令和４年10月12日

　　　測量の実施（公告）

　測量法（昭和24年法律第188号）第39条の規定において準用する同法第14条第１項の規定により、長崎地方法

務局長から公共測量（登記所備付地図作成）を次のとおり実施する旨の通知があった。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

公共測量実施の地域及び期間

地　　　　　域 期　　　　　間

長崎市彦見町及び矢の平三丁目、矢の平四丁目、白木町の各一部
令和４年11月14日から

令和６年３月31日まで

　　　特定開発行為に関する工事完了（公告）

　次の特定開発行為に関する工事は完了した。

　　令和４年11月８日

� 長崎県知事　大石　賢吾　

許可日及び番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名

当初許可

令和４年１月５日

３県北振建管第7248号

変更許可

令和４年５月６日

４県北振建管第7204号

長崎県佐世保市船越町1621番１、1622番１、

1622番３、1622番16、1623番３、1623番26

（市道）1621番３の一部、1622番11の一部、

1622番13の一部、1623番９の一部

（県道）1621番４の一部、1621番６の一部、

1622番14の一部、1622番15の一部、1622番17、

1623番21の一部、1623番23の一部

長崎県佐世保市下京町１番17号　Ｌ＆Ｓ下京町

ビル６Ｆ

株式会社　Ｌ＆Ｓグループ

代表取締役�佐々木　茂彦

　高齢者講習等、運転技能検査及び認知機能検査の実施に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布す

る。

　　令和４年11月８日

� 長崎県公安委員会委員長　瀬戸　牧子　�

長崎県公安委員会規則第15号

　　　高齢者講習等、運転技能検査及び認知機能検査の実施に関する規則等の一部を改正する規則

　次に掲げる規則の規定中「第117条の２の２第12号」を「第117条の２の２第１項第９号」に改める。

�　高齢者講習等、運転技能検査及び認知機能検査の実施に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第10

号）第３条第１項第２号

　　　　公安委員会規則
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　運転免許取得者等教育の認定に関する規則（平成26年長崎県公安委員会規則第14号）別記様式第２号

　運転免許取得者等検査の認定に関する規則（令和４年長崎県公安委員会規則第９号）別記様式第２号

　　　附　則

　（施行期日）

１　この規則は、公布の日から施行する。

　（経過措置）

２�　この規則の施行の際、改正前の規定に基づいて施行日前に作成した書類は、改正後の相当規定に基づいて作

成したものとみなす。

３�　この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式等による用紙で、現に残存するものは、所要の修正

を加え、なお使用することができる。



令和４年11月８日　火曜日� 第11166号長 崎 県 公 報

─ 5528 ─

発
行
者

　
長

　
崎

　
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
話
代
表
（
八
二
四
）
一
一
一
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
所

　
長
崎
市
樺
島
町
八
番
十
二
号

　
　
株
式
会
社�

ク�

イ�

ッ�

ク�

プ�

リ�

ン�

ト

　
　
　
　
長
崎
市
尾
上
町
三
番
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
直
通
（
八
九
五
）
二
一
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
印
刷
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
寺

　
　
田

　
　
宏

　
　
弥


	長崎県公報第11166号
	告示
	長崎県水産部関係補助金等交付要綱の一部改正（漁政課）
	漁船損害等補償法に基づく付保義務発生（漁業振興課）
	漁業災害補償法に基づく加入区の設定の一部改正（２件）（水産経営課）
	漁業災害補償法に基づく特定第２号漁業者の共済契約の締結の申込みについての同意成立（水産経営課）
	長崎県農林部関係補助金等交付要綱の一部改正（農政課）
	道路の供用開始（道路維持課）

	公告
	落札者等（スマート県庁推進課）
	大規模小売店舗の変更事項届出（経営支援課）
	令和４年度技能検定試験（基礎級）の実施（雇用労働政策課）
	県営土地改良事業変更計画の決定（農村整備課）
	測量の終了（建設企画課）
	測量の実施（建設企画課）
	特定開発行為に関する工事完了（砂防課）

	公安委員会規則
	高齢者講習等、運転技能検査及び認知機能検査の実施に関する規則等の一部を改正する規則（運転免許管理課）





